
施策名

施策の概要

達成すべき目標

２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度
当初予算（ａ） 4,148 3,864 3,980 3,987
補正予算(b) 7,200 0 0 0

繰り越し等（ｃ） 0 0 △ 126 126
合計（ａ＋ｂ＋ｃ） 11,348 3,864 3,854 4,113

11,331 3,867 3,830

基準値 目標値
１１年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２２年度

1,049 554 382 308 279
23年末頃
公表予定

Ｈ11年度
に対し概
ね半減

－ － － － －
基準値 目標値

１１年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２２年度

43.3 13.1 10.2 20.3 5.7
23年末頃
公表予定

Ｈ11年度
に対し概
ね半減

－ － － － －
基準値 目標値
１１年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２２年度

－ 4 2 4 2
23年末頃
公表予定

0

－ － － － －
基準値 目標値
年度 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 年度

- 16 55 46 71 57 -

- - - - -
基準値 目標値
年度 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 年度

- 28 35 36 40 46 -

- - - - -
基準値 目標値
年度 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 年度

- 23 36 33 27 30 -

- - - - -
基準値 目標値
年度 １８年 １９年 ２０年 ２１年 ２２年 年度

- 4 6 9 18 11 -

- - - - -

4,089

関係部分（抜粋）

平成23年2月
産業廃棄物の適正な処理を推進し、不
適正処理・不法投棄対策を進めるなど、
安全・安心な廃棄物処理を推進

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

施策の予算額・執行額等

施策に関係する内閣の重
要政策（施政方針演説等
のうち主なもの）

実績値※

測定指標

5
（参考）バーゼル法輸入承
認件数

産業廃棄物の不法投棄件
数

実績値

産業廃棄物の不法投棄量
（万ﾄﾝ）

2

第177回国会衆・参環境委員会環境大臣
挨拶

２４年度要求額
4,089

予算の状況
（百万円）

1

目標管理型の政策評価に係る評価書の標準様式
別紙２

目標４－５　廃棄物の不法投棄の防止等

不法投棄等の未然防止・拡大防止対策及び残存事案対策、有害な廃棄物の適正な処理の確保等、並
びに特定有害廃棄物等の適正な輸出入等の確保を図る。

不法投棄等の未然防止・拡大防止対策及び残存事案対策、有害な廃棄物の適正な処理の確保等、並
びに特定有害廃棄物等の適正な輸出入等の確保を推進する

（環境省22-17）

執行額（百万円）
施政方針演説等の名称

年度ごとの目標値

実績値

年月日

（参考）廃棄物処理法輸入
許可件数

6
（参考）廃棄物処理法輸出
確認件数

年度ごとの目標値

年度ごとの目標値

実績値※

5,000ﾄﾝを超える産業廃棄
物の不法投棄件数

実績値

年度ごとの目標値

7

実績値※

4
（参考）バーゼル法輸出承
認件数

実績値※

3



目標期間終了時点の総括

施策に関する評価結果

目標の達成状況

○不法投棄対策等については、不法投棄の件数は減少、量はおおむね
減少しており、基準年（平成11年度）の値をおおむね半減という目標は
達成した。一方で、平成21年度までに5,000トンを超える大規模不法投
棄事案をゼロにするという「不法投棄撲滅アクションプラン」について
は、目標年度であった平成21年度にも5,000トンを超える不法投棄事案
が２件発生。

○有害な廃棄物の適正な処理の確保については、「ＰＦＯＳ含有廃棄物
の処理に関する技術的留意事項」を策定（平成22年9月）するとともに、
新たな知見に基づいた検討の結果、改訂（平成23年3月）を行った。ま
た、「クリアランス制度に係る現場確認作業マニュアル」を作成（平成23
年3月）し、クリアランス物に対する疑義対応の体制整備を行った。

○有害廃棄物の適正な輸出入等の確保については、
・バーゼル法及び廃棄物処理法による厳格な輸出入審査を実施した。
・地方環境事務所において、輸出業者等への法規制の周知徹底のため
の法規制に関する情報提供の定期的な実施や事前相談対応を行うとと
もに（バーゼル法等説明会の実施（全国9ヵ所）や事前相談の実施（約
2,200件）等）、不法輸出入疑義案件への対応として、税関における開披
検査立会等を行い、適正な輸出入の確保のための取組を進めた。
・アジア地域における情報交換体制（アジアネットワーク）の構築を進
め、バーゼル条約担当官等が出席するワークショップの継続的な開催
やウェブサイトの運用等により、アジア地域の有害廃棄物等の不法輸
出入を抑制した。
・アジア各国やバーゼル条約地域センターのコンピュータ機器廃棄物等
の環境上適正な管理に関するニーズに基づき、PACE作業グループとプ
ロジェクトグループに環境省担当職員が参画し、プロジェクトの計画･実
施を行った。

○不法投棄等対策については、これまで累次にわたる廃棄物処理法の
改正による排出事業者の責任追及の強化、不法投棄等に対する罰則
の強化等を行うとともに、ＩＴに加えて衛星画像の活用、地方環境事務所
を拠点とした関係機関等との連携による監視・啓発活動及び現地調査
や関係法令等に精通した専門家の派遣による都道府県等での行為者
等の責任追及の支援等による未然防止・拡大防止対策を着実に推進す
ることにより、不法投棄の件数は減少、量はおおむね減少しており、基
準年（平成11年度）の値をおおむね半減という目標は達成した。一方
で、「不法投棄撲滅アクションプラン」については、目標年度であった平
成21年度にも5,000トンを超える不法投棄事案が２件発生。今後も引き
続き、都道府県等と連携し、情報共有や監視体制の強化を図り不法投
棄等の防止を進めるとともに、計画的に生活環境保全上の支障除去等
を行う。

○有害な廃棄物の適正な処理の確保のため検討を行い、以下の文書
を改訂等行った。
・ＰＦＯＳ含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項を策定（平成22年
9月）
・ＰＦＯＳ含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項を改訂（平成23年
3月）
・クリアランス制度に係る現場確認作業マニュアルを作成（平成23年3
月）
今後は、水銀条約が制定見込みであること、HBCDに関して化審法改正
の動きがあることから、これらの物質についても適正な処理を確保す
る。

○有害廃棄物の適正な輸出入の確保について
・有害廃棄物等の輸出入は増加傾向にあり、今後も不適正な輸出入が
生じないよう税関等の関係省庁と連携し、対策を強化する必要がある。
引き続き、税関等の関係省庁と連携した国内における監視体制の強
化、バーゼル法及び廃棄物処理法の規制対象物の明確化、有害廃棄
物等の不法輸出入防止に関するアジアネットワークの推進等により、ア
ジア地域全体での有害廃棄物等の不法輸出入防止に向けた監視能力



学識経験を有する者の知
見の活用

政策評価を行う過程にお
いて使用した資料その他
の情報

担当部局名
平成23年
6月

「産業廃棄物の不法投棄等の状況（平成21年度）について」

政策評価実施時期適正処理・不法投棄対策室 作成責任者名 吉田一博

輸
を強化し、環境保全上望ましい形での国際的な循環型社会の構築を図
る。

・有害廃棄物等の輸出入については、法に基づく審査の迅速化が課題
に挙げられ、平成22年度は他国のバーゼル条約に係る輸出入管理の
状況や国内の他法令に基づく審査体制について情報収集・調査等を
行ったところ。今後はこれらの調査結果を基に審査業務の改善策を検
討する。
・第３回バーゼル条約コンピュータ機器廃棄物パートナーシップ会合支
援、カンボジア･タイ･ベトナムにおける各国プロジェクトの実施、バーゼ
ル条約アジア太平洋地域センター･東南アジア地域センターによるアジ
ア地域プロジェクトを実施し、アジア地域におけるコンピュータ機器廃棄
物等の環境上適正な管理に関する各種活動に貢献した。
・引き続き、バーゼル条約における重要課題として、アジア地域におけ
る有害廃棄物の環境上適正な管理や越境移動管理に関する事案につ
いても、支援を強化していく。

支障除去等に関する基金のあり方懇談会、
中央環境審議会廃棄物・リサイクル対策部会廃棄物処理基準等専門委員会


